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医療制度改革関連事項（国保関係スケジュール）

【平成１８年公布日施行】

○ 国保基盤強化策の継続（高額医療費共同事業、保険者支援等）

○ 国民健康保険料の徴収の委託に関する厚生労働大臣指定制度の廃止

・公布日 ６月２１日

【平成１８年８月施行】

○ ７０歳以上の現役並み所得者の基準の見直し等

・公布日 平成１８年７月１４日（予定）

・内容 現役並み所得者の収入基準の見直し

公的年金等控除の見直しに伴う経過措置

老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置

低所得者区分の対象範囲の拡大

・今後のスケジュール

公布日に施行通知を発出予定

【平成１８年１０月施行】

○ 保険財政共同安定化事業の創設

・公布日 平成１８年８月中目処

・内容 保険財政共同安定化事業の拠出金、交付金の算定方法等

・今後のスケジュール

公布日に施行通知、条例参考例を発出予定

○ 患者負担・保険給付の見直し

・公布日 平成１８年８月中目処

・内容 現役並み所得者の定率負担の引き上げ（２割→３割：法律事項）

高額療養費の自己負担限度額の引き上げ

療養病床に入院する７０歳以上の高齢者に係る食費・居住費の負担 入（

院時生活療養費）の創設 等

【平成１９年４月施行】

○ ７０歳未満の入院に係る高額療養費の現物給付化

○ 国保連役員等に対する守秘義務規定
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・公布日 平成１８年１０月目処

・内容 高額療養費現物給付化のための規定の整備

・今後のスケジュール

公布前に事務手続きについて通知予定、公布日に施行通知発出予定

【平成２０年４月施行】

○ ６５歳以上の年金受給者からの保険料特別徴収

（年金保険者における対象者の抽出は１９年１０月から）

・公布日 平成１９年４月目処

・内容 年金受給者からの保険料特別徴収についての規定の整備

○ ７０歳から７４歳の患者負担の見直し

・公布日 平成１９年４月目処

・内容 ７０歳から７４歳の定率負担の引き上げ（１割→２割：法律事項）

高額療養費の自己負担限度額の引き上げ

医療と介護を合わせた自己負担限度額の設定（高額介護合算療養費）

○ 後期高齢者医療制度の創設

・公布日 平成１９年４月目処

・内容 後期高齢者支援金の創設（国保保険料が、医療・介護・支援金の３区

分に）

前期高齢者の調整制度

退職者医療制度の経過措置
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高額医療費共同事業の継続・保険財政共同安定化事業の創設について

１ 概要

○ 現行の高額医療費共同事業について、対象医療費を７０万円から８０万円に

引き上げた上で、平成１８年度以降も継続する （平成１８年４月より適用）。

○ 都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、３

０万円超の医療費について、都道府県単位で行う市町村が連合会に拠出する保

険財政共同安定化事業を創設する （平成１８年１０月実施）。

２ 制度の仕組み（案）

（１）高額医療費共同事業（変更点）

○ レセプト１件当たり交付基準額

（現 行）７０万円を超えるもの

（改正案）８０万円を超えるもの

○ 高額医療費共同事業交付金の額

（現 行）交付基準額を超える部分の総額の１０分の６

（改正案）交付基準額を超える部分の総額の１００分の５９

○ 高額医療費拠出金

（現 行）標準高額医療費拠出金は、基準拠出対象額（対象医療費のうち

７０万円を超える部分の合算額の１０分の６に相当する額とし

て算定した額）の総額を前々年度及びその直前の２箇年度の一

般被保険者の医療費で按分して算出。

（改正案）標準高額医療費拠出金は、高額医療費基準拠出対象額（対象医

療費のうち８０万円を超える部分の合算額の１００分の５９に

相当する額として算定した額）の総額を前々年度及びその直前

の２箇年度の高額医療費基準拠出対象額で按分して算出。

○ 高額医療費拠出金の拠出時期

（現 行）高額医療費拠出金の納期は、７月、１０月、１月及び２月とす

る。
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（改正案）高額医療費拠出金の納期は、毎月とする （平成１８年１０月。

より）

○ 高額医療費共同事業交付金の交付時期

（現 行）高額医療費共同事業交付金の交付時期は、７月、１０月、１月

及び２月とする。

（改正案）高額医療費共同事業交付金の交付時期は、毎月とする （平成。

１８年１０月より）

※ 平成１８年１月から６月までの支出負担行為分の療養の給付に要する費用等について

は、関連法令の成立後、平成１８年１０月に６箇月分を合算の上、速やかに各拠出金

の拠出交付金及び高額医療費共同事業負担金の交付を行うものとする。

（２）保険財政共同安定化事業（平成１８年１０月実施）

① 保険財政共同安定化事業の対象医療費

○ 一般被保険者の１月～１２月支出負担行為分の療養の給付に要する費用

等

（ ） （ ）○ レセプト１件当たり交付基準額 ３０万円 を超えるもの 給付費全額

② 保険財政共同安定化事業交付金の額

○ 交付金額は、交付基準額を超えるレセプトの８万円を超える部分（※）

の総額の１００分の５９に相当する額から高額医療費共同事業交付金の

交付額を減じた額(以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」とい

う。)とする。

※ ３月８日主管課（部）長会議では 「実行給付率を乗じた額」とされているが事務の、

簡便化のため、自己負担分として対象額から除く。

③ 保険財政共同安定化事業拠出金

○ 保険財政共同安定化事業拠出金の額は、当該市町村の標準保険財政共同

安定化事業拠出金の額を基準として、連合会が定める。

○ 標準保険財政共同安定化事業拠出金は、保険財政共同安定化事業基準拠

出対象額の半額を前々年度及びその直前の２箇年度の基準拠出対象額の合

算額で按分し、残りの額を前々年度の一般被保険者の数で按分して算出。

※ 一般被保険者数は、前々年度の各月末の一般被保険者数の合計数。

○ 保険財政共同安定化事業拠出金の納期は、毎月とする。
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④ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金、高額医療費共同事業事務費拠出金

○ 両事業の事務費拠出金の額は、両事業の事務の処理に要する費用の見込

額を前々年度の一般被保険者の数で按分した額を基準として、連合会が定

める。

※ 一般被保険者数は、前々年度の各月末の一般被保険者数の合計数。

※ 両事業の事務費拠出金は、別個の拠出金であるが、全体的には両事業の事務の処理に

要した費用の総額をそれぞれの事業規模等に基づいて按分して差し支えない。

○ 両事業の事務費拠出金の納期等は、連合会が定める。

⑤ 特別会計

○ 連合会は、保険財政共同安定化事業の経理を行うため、高額医療費共

同事業特別会計に勘定を設ける。

（３）都道府県調整交付金による支援

○ 高額医療費拠出金（公費負担額を除く ）及び保険財政共同安定化事業。

拠出金の合算額が、高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事

業交付金の合算額の一定の割合（３％を想定）を超える場合は、当該一定

の割合を超える額を都道府県調整交付金により支援することにより、保険

財政共同安定化事業の円滑な実施のため、一定の割合を超える市町村の負

担を配慮されたいこと。

（参考）

国民健康保険制度の財政基盤の強化について（抄）

平成17年12月18日

総務・財務・厚生労働３大臣合意

１．高額医療費共同事業の継続、保険財政共同安定化事業（仮称）の創設

（２） 都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、

一件３０万円以上の医療費について、市町村国保の拠出による保険財政共同

安定化事業（仮称）を平成18年10月から実施する。その際、拠出金の持ち出

し率が一定以上の保険者については、都道府県調整交付金による支援を都道

府県に要請する。
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（検討中）（４）その他

○ 連合会から交付される高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同

。安定化事業交付金と連合会に支払う診療報酬は相殺できるものとする

※ 相殺処理については、各都道府県ごとに連合会と保険者が協議の上、導入するか

否かについて決定するものとする。

３ 算出式

（１）交付金

① 高額医療費共同事業交付金（＝高額医療費共同事業基準拠出対象額）

交付基準を超える医療費の
× １００分の５９

８０万円を超える部分の合算額

② 保険財政共同安定化事業交付金

（＝保険財政共同安定化事業基準拠出対象額）

交付基準額を超える医療費の 高額医療費共同
× １００分の５９ －

８万円を超える部分の合算額 事業交付金額

（２）拠出金

① 高額医療費拠出金

当該都道府県内市町村の高額医療費共同事業基準拠出対象額総額

当該市町村の高額医療費共同事業基準拠出対象額

（前々年度及びその直前の２箇年度の合算額）
×

当該都道府県内市町村の高額医療費共同事業基準拠出対象額

（同 上）

② 保険財政共同安定化事業拠出金

１

当該都道府県内市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額総額 ×

２

当該市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

（前々年度及びその直前の２箇年度の合算額）
×

当該都道府県内市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額

（同 上）
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１

＋ 当該都道府県内市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額総額 ×

２

当該市町村の一般被保険者数（前々年度）
×

当該都道府県内市町村の一般被保険者数（同上）

③ 共同事業事務費拠出金

当該市町村の一般被保険者数（前々年度）
共同事業事務処理費用の見込額 ×

当該都道府県内市町村の一般被保険者数

（同上）

（３）実質負担割合等

① 保険者の実質負担割合（持出し率）

保険財政共同 高額医療費 １ 保険財政共同 高額医療費

安定事業 ＋ 共同事業 × － 安定化事業 ＋ 共同事業

拠出金額 拠出金額 ２ 交付金額 交付金額

保険財政共同安定事業 高額医療費共同事業
＋

交付金額 交付金額

② 保険者の実質負担割合が一定率以上とならないよう措置する場合の交付金

額の算式

保険者の 保険財政共同 高額医療費

実質負担 － 一定率 × 安定化事業 ＋ 共同事業

割合 交付金額 交付金額

－7－
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度
平

成
１
８
年

１
０
月

～
※
高
額
医
療
費
共
同
事
業

に
つ
い
て
は

４
月

か
ら
適

用

※
８
万

円
を
除

く
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保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
・

高
額

医
療

費
共

同
事

業
モ

デ
ル

計
算

例

S
市

被
保
険
者
数
：
３
２
，
０
０
０
人

事
業
対
象
額
：
１
８
．
６
億
円

T市 被
保
険
者
数
：
１
０
，
５
０
０
人

事
業
対
象
額
：
６
．
６
億
円

K
町

被
保
険
者
数
：
１
，
７
０
０
人

事
業
対
象
額
：
１
．
０
億
円

（
16

年
度
デ
ー
タ
）

※
事
業

対
象

額
・
・
・1

件
当
た
り
３
０
万
円
以
上
医
療
の
給
付
費
の
う
ち

保
険
料
及
び
国
調
整
交
付
金
で
賄
わ
れ
る
部
分

Ｓ
市

8
0
.0

8
5
.0

9
0
.0

9
5
.0

1
0
0
.0

1
0
5
.0

1
1
0
.0

1
1
5
.0

1
3

1
4

1
5

1
6

（
年

度
）

実
績

共
同

事
業

Ｋ
町

8
0
.0

8
5
.0

9
0
.0

9
5
.0

1
0
0
.0

1
0
5
.0

1
1
0
.0

1
1
5
.0

1
3

1
4

1
5

1
6

（
年
度
）

実
績

共
同
事
業

Ｔ
市

8
0
.0

8
5
.0

9
0
.0

9
5
.0

1
0
0
.0

1
0
5
.0

1
1
0
.0

1
1
5
.0

1
3

1
4

1
5

1
6

（
年
度
）

実
績

共
同
事

業

１
．
８
％

持
ち
出
し

５
．
５
％

受
け
取

り

１
．
７
％

受
け
取

り

８
．
８
％

持
ち
出
し

１
６
．
７
％

受
け
取

り

６
．
３
％

持
ち
出
し

９
．
３
％

受
け
取

り

８
．
０
％

受
け
取

り

３
．
１
％

受
け
取

り

被
保

険
者

数
が

多
く
、
年

度
ご
と
の

医
療

費
の

振
れ

幅
が

小
さ
い

共
同
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
医
療
費
増
の

発
生

リ
ス
ク
が

都
道

府
県

単
位

で
緩

和
。

被
保

険
者

数
が

少
な
く
、
年

度
ご
と
の

医
療

費
の

振
れ

幅
が

大
き
い
。
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保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
・
高
額
医
療
費
共
同
事
業
に
お
け
る
調
整
の
イ
メ
ー
ジ

実
質

負
担

割
合

順
保

険
者

の
分

布

実 質 負 担 割 合

一
定

率

拠
出
金
＜
交
付
金

拠
出
金
＞
交
付
金

拠
出

金
＝

交
付

金

都
道
府
県
調
整
交
付
金

を
交

付

受
取
り
大

持
出
し
大

保
険
者
の
実
質
負
担
割
合
が
一
定
率
以
上
に
な
ら
な
い
よ
う

な
、
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
交
付
。

A
市

B
町

C
村
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診
療

報
酬

審
査

支
払

特
別

会
計

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月

１
１

月

１
２

月

１
月

２
月

３
月

４
月

※
２

　
拠

出
金

は
、

見
込

み
に

よ
り

９
月

に
各

保
険

者
に

概
算

賦
課

し
、

年
度

内
に

確
定

さ
せ

る
。

※
４

　
連

合
会

に
支

払
う

診
療

報
酬

は
、

市
町

村
は

交
付

金
と

相
殺

す
る

場
合

は
差

額
を

支
出

。
連

合
会

は
交

付
金

相
当

額
を

共
同

事
業

特
別

会
計

か
ら

診
療

報
酬

審
査

支
払

特
別

会
計

へ
。

１
１

月
以

降
、

毎
月

行
う

。

※
　

　
実

質
負

担
割

合
が

一
定

以
上

の
保

険
者

に
対

し
、

年
度

末
に

都
道

府
県

調
整

交
付

金
を

交
付

す
る

。

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
・
高

額
医

療
費

共
同

事
業

特
別

会
計

※
１

　
保

険
財

政
共

同
安

定
化

事
業

に
つ

い
て

拠
出

金
の

対
象

と
な

る
医

療
費

は
、

本
年

度
は

６
月

（
７

月
支

出
負

担
）
か

ら
１

１
月

診
療

分
（
１

２
月

支
出

負
担

）
、

来
年

度
以

降
は

、
前

年
度

１
２

月
診

療
(１

月
支

出
負

担
)分

か
ら

当
年

度
１

１
月

診
療

(１
２

月
支

出
負

担
)分

ま
で

と
す

る
。

※
３

　
平

成
1
8
年

４
月

ま
で

遡
及

適
用

さ
れ

る
高

額
医

療
費

共
同

事
業

に
係

る
拠

出
金

、
交

付
金

及
び

負
担

金
(対

象
：
８

０
万

円
超

医
療

費
の

８
０

万
円

超
の

部
分

)に
つ

い
て

は
、

６
か

月
分

を
合

算
の

上
、

速
や

か
に

拠
出

と
交

付
を

行
う

。医
療

機
関

連
合

会
市

町
村

国

保
険

財
政

共
同

安
定

化
事

業
・
高

額
医

療
費

共
同

事
業

制
度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
案

）

前
年

度
１

２
月

～
当

年
度

５
月

分
診

療
分

(※
３

)

  ９ ～ ２ 月 診 療 分

６ 月 ～ １ １ 月 診 療 分

（ ※ １ ）

概
算

拠
出

金
の

決
定

・
請

求
(※

２
)

拠
出

金
(1

/
2
)

高
額

医
療

費
交

付
金

拠
出

金
（
※

４
）

交
付

金
（
※

４
）

診
療

報
酬

審
査

支
払

会
計

へ
（
※

４
）

診
療

報
酬

（
※

４
　

交
付

金
分

を
相

殺
後

の
残

額
を

支
出

）

支
払

拠
出

金
の

決
定

・
請

求
(※

２
)

負
担

金
交

付
申

請

負
担

金
概

算
交

付

負
担

金
概

算
交

付

負
担

金
概

算
交

付

負
担

金
追

加
交

付

負
担

金
変

更
申

請

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払

３ ～ ８ 月 診 療 分
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保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業についてのＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 

公費負担による医療費の給付がなされた場合は対象外となるのか。 

 

Ａ１ 

高額医療費共同事業交付金の額の算定方法について規定している国民健康保険の

国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第１４項中

「当該療養につき他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に

関する給付が行われたときは、その給付額を控除した額。」とあるのは、公費負担の

行われる医療のうち、公費負担が保険給付に優先される医療（新感染症等）について

は、共同事業の対象とすべきものではないことから、公費負担による給付が行われた

部分について、これを除く旨規定しているものである。 

 

 

Ｑ２ 

拠出金を算定するにあたって、過去の拠出金について改正後の基準で算出ができな

い場合はどうするのか。 

 

Ａ２ 

原則として、改正後の基準により拠出金の算定を行う必要があるが、過去の特定年

度の基準拠出対象額を求めることができないやむを得ない事情がある場合、連合会及

び各市町村の合意の上、高額医療費共同事業基準拠出対象額の算出については、同じ

年度の７０万円超医療費の７０万円を超える部分の額、保険財政共同安定化事業基準

拠出対象額については、同じ年度の医療費の額により算出することを認める。 
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相殺に関する事務処理について 

 

１ 交付金の交付と診療報酬支払いの相殺について 

・保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業においては、拠出金の納付及び交付金の交

付を毎月行うこととしており、また、対象となる医療費の規模が大きいことから、毎月、

高額の資金が国保連合会と市町村間で動くこととなる。 

・当該事業の実施に当たっては、拠出金、交付金の資金繰りを容易にし、資金の支出に伴う

事務手続き及び手数料を軽減するため、交付金の交付と診療報酬支払い相殺ができるもの

とする。 

 

２ 相殺についての事務手続きについて 

 

 医療機関 国保連合会 市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

支払 2,500 

①－② 1,500 

（相殺後の支払） 

請求 2,500 請求 2,500 

①支払 

2,500 診療報酬審査支払特別会計 

②交付金 

1,000 
保険財政共同安定化事業・高額医
療費共同事業特別会計 

 

（１）国保連は、市町村に対して保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業それぞれ

について交付金の交付決定を行う。交付期日は、市町村が国保連に支払う診療報酬の

当該月分の期日と同日とする。 

（２）市町村は②の交付金の額を調定する。 

（３）市町村は納入通知書に支払を行う職氏名を付記し、表面余白に「相殺額」と記載する。 

（４）市町村は、納入通知書に公金振替書を添え指定金融機関又は指定代理金融機関に交付

して振り込みの手続きをとらせる。 

（５）市町村は、診療報酬の支払額から相殺相当額（交付金の合算額）を控除した額を、通

常の支払手続きにより国保連に支払う。 
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（６）国保連は、（５）の額を市町村から受領するとともに、保険財政共同安定化事業・高額

医療費共同事業特別会計から、相殺額相当を診療報酬審査支払特別会計へ振替える。 

 

３ その他 

・事務処理の方法や規模は各連合会及び市町村によって異なるため、各連合会と市町村が

協議の上、導入するか否かについて決定する。 

・２の処理は例示であり、相殺の実施にあたっては各市町村内において所管課と調整を行

うこと。 

 

【参考 相殺に関する参考法令等】 

○地方自治法（総計予算主義の原則） 

第２１０条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入し

なければならない。  

 

○地方公共団体の予算は、歳入歳出を混交しないで、収入はその全額を際に歳入予算に計上し、

支出はその全額を歳出予算に計上するということであって、私法上の債権債務の相殺を禁止し

た規定ではありません。自治法上は相殺に関する規定は存在しませんから、私法上の債権債務

を相殺する場合は、民法が適用されることとなります。ただ、その場合であっても、歳入歳出

の手続き上は、それぞれ収入支出があったとして計上（記帳整理）されなければならないとい

うことを総計予算主義の原則は要求しているのです。 

（地方財務実務提要） 

 

○相殺は民法（５０５以下）の定めるところによりできると解されるが、総計予算主義の原則に

反してはならない。その他の場合は、法令に根拠が規定されていなければできない（通知 昭

和３８．１２．９） 

（逐条 地方自治法） 
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